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（参考）広島大学学生懲戒規則(平成 28年 3月 7日規則第 20号)（抄） 

別表(第 5 条関係) 

懲戒の処分量定の標準例 

種類 事件事故 処分量定 

犯罪行為等 

 殺人，強盗，強姦，誘拐，放火等の凶悪な犯罪行為 退学 

 暴行，傷害，万引きその他の窃盗，横領，恐喝又は詐欺行為 退学，停学

又は訓告 

 麻薬，覚せい剤等の薬物犯罪行為(栽培，売買，不正所持又は

使用) 

退学又は停

学(無期) 

 賭博行為 停学又は訓

告 

 痴漢行為(のぞき見，盗撮行為等を含む。)，わいせつ行為(公然

わいせつ，わいせつ物頒布等をいう。)又はストーカー行為 

退学，停学

又は訓告 

 コンピュータ又はネットワークの不正利用による犯罪行為 退学又は停

学 

交通事故等 

 飲酒運転若しくは暴走運転により相手を死亡させ，又は高度後

遺障害等を負わせる人身事故を起こした場合 

退学 

 飲酒運転又は暴走運転により人身事故(高度後遺障害等を負わ

せる人身事故を除く。)を起こした場合 

退学又は停

学(無期) 

 無免許運転等悪質な交通法規違反により相手を死亡させ，又は

人身事故を起こした場合 

退学又は停

学(無期) 

 飲酒運転，暴走運転又は無免許運転 停学 

不正受験 

 替え玉受験等の悪質な不正行為 退学又は停

学 

 カンニング等の不正行為 停学又は訓

告 

 監督者の注意又は指示に従わなかった場合 訓告 

研究活動上

の不正行為 

 研究活動におけるねつ造，改ざん又は盗用 退学又は停

学 

 研究費等の不正使用 停学又は訓

告 

ハラスメン

ト 

 セクシュアル・ハラスメント行為，アカデミック・ハラスメン

ト行為，パワー・ハラスメント行為又はモラル・ハラスメント行

為 

退学，停学

又は訓告 
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非違行為等 

 本学の知的財産を故意に喪失させる行為 退学又は停

学 

 本学が管理する建造物への不法侵入又はその不正使用若しく

は占拠若しくは損壊若しくは失火(結果が重大なものに限る。) 

退学，停学

又は訓告 

 本学の構成員に対する暴力行為，威嚇，拘禁又は拘束 退学，停学

又は訓告 

 本学の教育研究又は管理運営を著しく妨げる暴力的行為 退学，停学

又は訓告 

 本学が管理する器物の損壊，汚損又は失火(結果が重大なもの

に限る。) 

停学又は訓

告 

 飲酒を強要し，死に至らしめる等重大な事態を生じさせた場合 退学又は停

学 

 飲酒を強要し，急性アルコール中毒等の被害を生じさせた場合 停学又は訓

告 

 未成年者に対する飲酒若しくは喫煙を強要又は助長する行為 停学又は訓

告 

 授業，実習，研修等で知り得た個人情報の漏えい，紛失等の不

適切な取扱い 

停学又は訓

告 

 人を教唆して事件事故を実行させた場合又は人の事件事故を

幇助した場合 

退学，停学

又は訓告 

 その他，本学の信用を著しく失墜させる行為 退学，停学

又は訓告 

 


